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野田市コミュニティバス運行計画の見直し（素案）に対する意見募集の結果につ

いて

パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。

１ 政策等の題名

野田市コミュニティバス運行計画の見直し（素案）

２ 意見の募集期間

令和５年１０月４日（水曜日）から令和５年１１月２日（木曜日）まで

３ 意見の募集結果

①提出者数・意見数 ７人 ３８件

②提出方法 直接持参 ０人 ０件

郵送 １人 １６件

ＦＡＸ ２人 １５件

Ｅメール ３人 ６件

電子申請 １人 １件

③政策等に反映した意見 ２件

４ 意見の概要と市の考え方

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

１ 運行計画見直しの方針

１ 見直し概要について、既往の分

割・増便並びに短縮は良かったと

思います。野田市の今後の「人口

推計及び地域事情」を図りながら

の更なる見直しにご期待申し上

げます。

高齢化が進む中で、交通不便地

域対策の面から、今後コミュニテ

ィバス以外の代替交通も含めた

市全体の地域公共交通の再編が

必要となりますが、早急により市

民の足として利用しやすい運行

ルート及びダイヤ見直しが求め

られています。このことから、将

来にわたって持続可能なコミュ

ニティバスとするため、基礎調査

結果、コミュニティバス等対策審

議会の意見等を踏まえたルート

案及びダイヤの基本方針に基づ

き、運行を見直し、令和６年10 月

からの新運行計画を策定します。

修正無し

２ バスルート見直し方針につい コミュニティバス運行計画の 修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

て、（１）（２）（３）記載のとお

り、現状ではやむなしと思われま

す。

見直しについては、素案のとお

り、現行のルートを基本として最

小限の見直しにとどめ、ダイヤの

組替えによる利便性の向上を主

として再編するとともに、企業バ

ス等の活用による代替交通の運

行を検討してまいります。

２ 運行ルート

３ ＜関宿七光台ルート＞

運行ルートについて

公共施設を経由することに固

執する考えから脱し、運行距離を

短縮することについては賛成で

ある。

一方で、関宿七光台ルートは起

終点が民間路線バスと一致して

おり、朝日バスの「関宿中央ター

ミナル」から「川間駅」までの区

間は所要時間約20分・運賃360円。

まめバスは現行ルートで所要時

間34分から38分・運賃100円と、

所要時間は路線バスの1.7倍程

度、運賃は1/3に満たない（正確

には27.8%）。さらに「上羽貫」か

ら「下羽貫」までの区間がショー

トカットされることにより、所要

時間は現行より３分程度短縮さ

れるものと考えられる。

民業圧迫としないためにも、関

宿七光台ルートは「いちいのホー

ル」を廃止するのではなく、「い

ちいのホール」始発として「羽

貫」、「下羽貫」方面へ運行し、「関

宿中央ターミナル」から「いちい

のホール」までの区間は関宿城ル

ート、関宿イオンタウンルートの

みの運行としてはどうだろうか。

コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、環境が整った

運転士の休憩場所の拠点を確保

する必要があり、関宿中央ターミ

ナルは路線バス及びまめバスが

乗り入れる重要な拠点でもある

ほか、「関宿複合センター」から

「いちいのホール」までの区間に

おいて、関宿城ルート、関宿イオ

ンタウンルート、新北ルートのバ

スが運行するため重複を避ける

とともに当該区間のルートのバ

ランスを考え、関宿七光台ルート

はショートカットにより運行距

離を短縮し、関宿中央ターミナル

を拠点とするルートとして考え

ております。このため計画案の修

正は行いません。

修正無し

４ ＜新北ルート＞ 関宿地区から市役所へ１本で 修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

利用が見込めない江戸川左岸

道路の運行を廃止、路線バスが運

行される流山街道は経由できな

い一方で、尾崎地区は存続させた

いという意図は理解できるが、

「葵の園」、「野田病院」から国道

16号線経由で「東金野井下」へと

至るルートは、いささか冗長的で

はないだろうか。

次回以降の改廃で再検討され

ることを期待する。

行けるルートを維持し、「木間ケ

瀬小前」から「野田病院」までの

区間の利便性向上を図るため、運

行を継続する必要があることか

ら、路線バスとの重複を回避する

とともに、東金野井、尾崎地区の

利用を踏まえ、国道16号線を経由

するルートとしています。また、

その他の代替ルートとして、中里

工業団地を経由するルートが考

えられますが、工業団地内は路上

駐車や大型車両の通行が多く、安

全に運行することが難しいほか、

路線バスの利用に影響があり競

合回避する必要があるため、工業

団地を経由することが難しいと

考えております。なお、御意見に

ありますルートの冗長について

は、次回以降の見直しで検討させ

ていただきます。このため計画案

の修正は行いません。

５ ＜清水ルート＞

素案に対して意見なし。

コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、新たに岩名一

丁目の江戸川沿いの利用を図る

ため、岩名プラタナス通りのルー

トを設置するほか、ダイヤ見直し

の基本方針「３複数のルートが乗

り入れているバス停において、ま

めバスの他ルートとの乗り継ぎ

向上を図る。」に基づき、川間駅

南口での乗り継ぎ等を調整して

より効率的なダイヤを設定した

いと考えております。

修正無し

６ ＜堤台ルート＞

つつみ野地区の住宅地を迂回

させることには賛成だが、山崎吉

春線から分岐した元の場所に戻

るのであれば、県道つくば野田線

つつみ野地区の住宅地から県

道つくば野田線を運行する場合、

当該道路は渋滞による遅延が多

く発生することが想定され、さら

に、信号のない県道から右折して

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

で「愛宕駅」、「市役所」へと向か

うルートとしてはどうだろうか。

かつて中ルート「乳児保育所入

口」バス停があり、廃止されたこ

とは存じているが、当該バス停の

利用状況というよりは、駅および

市役所への速達性という観点で

検討してはどうか。

住宅地に入ることは、バスの運行

上、安全の確保に懸念があると考

えております。そのため、コミュ

ニティバス各ルートの見直し方

針により、新たに、住民の要望が

多いつつみ野地区の住宅街を迂

回して運行するルートとし、素案

のとおり実施します。また、県道

つくば野田線の一部の区間はバ

ス停設置が困難であり、「中野台

鹿島町」から「欅のホール」まで

の区間は利用が定着しているた

め、この区間を経由せずに県道つ

くば野田線を運行することは、利

便性が低下するため、現状のルー

トを維持しながら、川間駅南口で

の乗り継ぎ等を調整してより効

率的なダイヤを設定したいと考

えております。このため計画案の

修正は行いません。

７ ＜中ルート＞

運行ルートについて

Ｖ字状のルートとなっている

「堆肥センター入口」から「船形

第一公園」までの区間及び、「目

吹二ツ塚」から「上中山」までの

区間を廃止することには賛成だ

が、「船形中央会館」、「田端」の

利用者はどの程度いるのだろう

か。

「泉入口」をゆめあぐり側に移

設し、ケーズデンキ・イオン船形

ＳＣ前から国道16号線を横断し、

流山街道、イオンタウンへと至る

ルートに変更すれば、国道16号線

交差点周辺には複数の飲食チェ

ーンも立地しており、上記のバス

停よりは利用が見込めるのでは

「船形中央会館前」、「田端」バ

ス停については、周辺施設等へ利

用されている方がいる状況です。

ケーズデンキ・イオンタウン、野

田船形ショッピングセンター前

及び国道16号線交差点付近の道

路については、渋滞による遅延が

生じる可能性が高く、大型車両の

通行も多く駐車場出入口で道路

形状から安全確保ができないこ

とからバス停の設置は困難であ

り、国道16号線を横断し流山街道

を経由する交差点についても、道

路幅員が狭いため安全に運行で

きないと考えております。そのた

め、コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、新たに、住宅

が多い船形多世代交流センター

修正無し



5

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ないだろうか。 （旧船形中央会館）脇道路沿線を

運行し、ショートカットにより運

行距離を短縮するルートとし、素

案のとおりとします。このため計

画案の修正は行いません。

８ ＜中ルート＞

運行ルートについて

ジグザグルートとなっている

「給食センター前」から「東部小

前」までの区間は直線ルートにし

てはどうか。

「給食センター前」を野田特別

支援学校に近い交差点付近に

少々移設すれば、他の廃止バス停

で言う「他ルートで補完」と同等

ではないだろうか。

御意見のとおりの直線的なル

ートとした場合、「野田特別支援

学校前」の利用者については、「給

食センター前」周辺のバス停を利

用することができると考えます

が、「自動車教習所前」、「東部小

前」の利用者については、利用で

きるバス停がなくなりますので、

素案のとおりとし、計画案の修正

は行いません。

修正無し

９ ＜中根ルート＞

運行ルートについて

二中通り及び平成やよい通り

の大回りルートを廃止とするこ

とは、速達性が向上されるため賛

成。

ただし、元々運行距離が長い新

南ルートに代替させるくらいな

ら、当該区間の運行は中根ルート

のまま、または愛宕ルートでの運

行としたほうが良いように思う。

愛宕ルートについては、大殿井

ルートと併せて１台での交互運

行を行っており、コミュニティバ

ス各ルートの見直し方針により、

大殿井地区の利用が時間帯によ

り波があるため、利用が多い時間

帯を残して、愛宕ルートを厚くす

るダイヤとすることから、運行距

離を増やすことができないので、

当該区間は運行しません。さら

に、新南ルートについては、当該

区間を代替しても運行距離は短

縮されており、福田地区から市街

地へ向かう便として運行してい

るため、当該区間の運行は合理的

であると考えております。このた

め計画案の修正は行いません。

修正無し

10 ＜愛宕ルート・大殿井ルート＞

利用状況に応じたルートの配

分及び、時間帯による運行区間短

縮について賛成し、素案に対して

意見なし。

愛宕ルートについては、大殿井

ルートと併せて１台での交互運

行を行っており、コミュニティバ

ス各ルートの見直し方針により、

大殿井地区の利用が時間帯によ

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ただし、№９に記載のとおり、

二中通り及び平成やよい通りの

区間は、中根ルートまたは愛宕ル

ートでの運行が良いように思う。

り波があるため、利用が多い時間

帯を残して、愛宕ルートを厚くす

るダイヤとすることから、運行距

離を増やすことができないので、

当該区間は運行しません。さら

に、新南ルートについては、当該

区間を代替しても運行距離は短

縮されており、福田地区から市街

地へ向かう便として運行してい

るため、当該区間の運行は合理的

であると考えております。このた

め計画案の修正は行いません。

11 ＜南循環ルート＞

素案に対して意見なし。東京理

科大学への乗り入れ及び時間帯

による運行区間短縮について賛

成。

コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、新たに東京理

科大学を経由するルートを設置

し、ダイヤ見直しの基本方針５に

基づき、「白鳥の池入口」から「老

人福祉センター」までの区間は、

利用が少ないため平日昼間の運

行は行わず、東京理科大学で折り

返すことにより効率的なダイヤ

を設定したいと考えております。

修正無し

12 ＜新南ルート＞

欅のホール周辺の運行ルートに

ついて

「愛宕神社前」、「欅のホール」

周辺は多くのルートが乗り入れ、

様々な運行経路が入り乱れてい

ることから、少しでもわかりやす

いルートを目指して、「琴平通り

入口」ではなく南循環ルートと同

様に「仲町」を通るルートとして

はどうだろうか。

「欅のホール」から「仲町」ま

での区間は、南循環ルートとの重

複を回避し、「琴平通り入口」バ

ス停は一定程度の利用があると

ともに、沿線周辺が住宅地で利便

性を維持する必要があることか

ら、素案のとおりとし、計画案の

修正は行いません。

修正無し

13 ＜新南ルート＞

二中通り及び平成やよい通りの

運行について

№９、№10で触れているよう

に、一部の便は東京理科大学止め

愛宕ルートについては、大殿井

ルートと併せて１台での交互運

行を行っており、コミュニティバ

ス各ルートの見直し方針により、

大殿井地区の利用が時間帯によ

修正無し



7

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

とするにしても、元々運行距離が

長い新南ルートに代替させるよ

りは、運行距離が短い中根ルート

または愛宕ルートでの運行とす

るほうが良いように思う。

り波があるため、利用が多い時間

帯を残して、愛宕ルートを厚くす

るダイヤとすることから、運行距

離を増やすことができないので、

当該区間は運行しません。さら

に、新南ルートについては、当該

区間を代替しても運行距離は短

縮されており、福田地区から市街

地へ向かう便として運行してい

るため、当該区間の運行は合理的

であると考えております。このた

め計画案の修正は行いません。

14 見直し後の総運行距離が変わ

らないこと（▲6.04㎞）の計画は、

ご担当の方のご尽力に敬意を表

します。多方面にわたり、好影響

があると思います。

代替交通については、予定して

いたデマンド交通等の導入が現

状では困難であり、まめバスの現

行ルートを抜本的に見直すこと

ができないことから、素案のルー

ト見直しの基本方針のとおり、現

行のルートを基本として最小限

の見直しにとどめ、一部折り返し

運行などを行い、ダイヤの組替え

による利便性の向上を主として

再編します。

修正無し

15 ＜南循環ルート・新南ルート＞

東京理科大学経由ルートは、非

常に良いと思います。若者世代の

乗降客の発掘及び野田市のＰＲ

にも繋がる。

東京理科大学への乗り入れに

ついては、学生や大学利用者に加

え、大学周辺地域（野田キャンパ

ス南側区域）の方などを対象に、

今までまめバスを利用すること

ができなかった人たちの利用を

見込むことから、新たに東京理科

大学を経由するルートとし、バス

停留所を設置してまいります。ま

た、地域により利用に波があり、

運行時間及び運行距離が長いこ

とを解消するため、利用が少ない

区間の平日昼間の運行は、東京理

科大学の停留所においてバスの

転回場所及び運転士の休憩場所

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

の拠点として折り返し運行する

など、利便性及び運行効率の向上

を図りたいと考えております。

16 ＜南循環ルート＞

南循環ルートですが、新たに東

京理科大学コミュニケーション

棟に経由する理由が書かれてい

ません。理由を説明して下さい。

南循環ルートについては、学生

や大学利用者も含め、大学周辺地

域（野田キャンパス南側区域）の

方などを対象に、今までまめバス

を利用することができなかった

人たちの利用を見込むことから、

新たに東京理科大学を経由する

ルートとし、バス停留所を設置し

てまいります。また、地域により

利用に波があり、運行時間及び運

行距離が長いことを解消するた

め、利用が少ない区間の昼間の運

行は、東京理科大学の停留所にお

いてバスの転回場所及び運転士

の休憩場所の拠点として折り返

し運行するなど、利便性及び運行

効率の向上を図りたいと考えて

おります。

修正無し

17 ＜新南ルート＞

新南ルートですが、「山崎宿」

から「東新田自治会館前」まで流

山街道を走行している。まもな

く、この区間にスーパーが完成す

る。混雑が予想されるのでみずき

通り経由にしたらどうでしょう

か。

みずき通りは、中根ルート、愛

宕ルート、南循環ルートの３ルー

トの運行により十分補完されて

いるとともに、当該道路を運行す

る場合、運行時間及び運行距離が

増えるため運行効率が低下する

ことから、みずき通りを経由して

運行することは難しく、素案のと

おりとし、計画案の修正は行いま

せん。

修正無し

18 ＜中根ルート・愛宕ルート・南循

環ルート・新南ルート＞

旧南ルートを分割したため、目

的施設に行くバスが減少してし

まいました。乗り換えが必要にな

り、時間がかかるようになりまし

た。コミュニティバスですから、

旧南ルートが運行していた地

域は、南ルート中根、南ルート愛

宕駅、南ルート（循環）、新南ル

ートの現行４ルートに分割し運

行距離を短縮したことから、一部

の区間を除き、大部分の地域で旧

南ルートのみだった運行から複

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

市の施設を結んでいた最初の頃

のバス路線に戻るべきではない

でしょうか。ショートカットした

ルートが本当に必要なのか、利用

者の立場に立って考えて下さい。

数ルートの運行になり、渋滞等に

よる大幅な遅延が抑制されたた

め、利便性及び運行効率が向上し

たと考えております。しかしなが

ら、市民の足として更に利用しや

すい運行ルート及びダイヤ見直

しが求められており、地域により

利用が異なる現状を踏まえ、実状

に応じたルート設定が必要であ

ると考えます。そのため、利用が

少ない地域を廃止し、ショートカ

ットを設定して運行距離を短縮

するとともに、そのほかの区間は

現行を維持する運行とし、ダイヤ

の組替えによる利便性の向上を

主として再編したいと考えてお

ります。なお、平成31年４月から

「それぞれの生活圏域に合った、

より生活に密着した便利なまめ

バス」をコンセプトに、市の施設

のほか、商業施設や駅などへアク

セスする便を増やし、地域の需要

にあった運行としておりますが、

乗り合いバスとしては、お一人お

一人の目的にお応えできないと

ころであり、旧南ルートに戻すこ

とは難しいと考えます。このため

計画案の修正は行いません。

19 ＜南循環ルート・新南ルート＞

南循環ルート、新南ルートは東

京理科大学に乗入れる計画です

が、学生の方々は運河駅から歩い

て大学に通学しています。梅郷駅

からまめバスを利用するニーズ

はあるのでしょうか。

南循環ルート及び新南ルート

については、学生や大学利用者も

含め、大学周辺地域の方（野田キ

ャンパス南側区域）などを対象

に、今までまめバスを利用するこ

とができなかった人たちの利用

を見込むことから、新たに東京理

科大学を経由するルートとし、バ

ス停留所を設置してまいります。

また、地域により利用に波があ

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

り、運行時間及び運行距離が長い

ことを解消するため、利用が少な

い区間の平日昼間の運行は、東京

理科大学の停留所においてバス

の転回場所及び運転士の休憩場

所の拠点として折り返し運行す

るなど、利便性及び運行効率の向

上を図りたいと考えております。

３ バス停設置

20 ＜南循環ルート・新南ルート＞

「白鳥の池入口」から「老人福祉

センター」までの区間のバス停増

設について

バス停の間隔を詰めてバス停

を倍に増やしてほしい。本数を増

やさずにできる利便性向上策と

して、また市街化調整区域の高齢

化対策として、試験的にでもお願

いしたい。

バス停は、歩行者等に邪魔にな

らない道路の幅員やバスが可能

な限り安全に止められ、乗降でき

るスペースの確保が必要となる

とともに、道路沿道の状況等を踏

まえて、地域の実情により、認可

時の目安とされている概ね300m

から500m程度の最大限の間隔で

警察等の協議を経て設置してお

ります。このため、現行と同様の

間隔でバス停を設置することを

考えており、計画案の修正は行い

ません。

修正無し

21 ＜南循環ルート・新南ルート＞

東京理科大学折り返し便のバス

停について

白鳥の池入口バス停付近に、代

わりとなるバス停を設けてほし

い。

新たに東京理科大学にバス停

を設置し、「白鳥の池入口」から

新たなバス停にルートを設定し

折り返し運行します。折り返し運

行する場合、既存バス停「白鳥の

池入口」の手前でルートが変わ

り、停車しないことから、バス停

付近の利便性を確保することが

必要となりますので、折り返し便

においても利用できるよう「白鳥

の池入口」バス停利用者に御不便

をかけない位置に既存バス停を

移設すべく、関係者と協議し移設

したいと考えております。

修正有り

22 ＜新南ルート＞

県道我孫子関宿線区間のバス停

県道我孫子関宿線「下鹿野」か

ら「三ツ堀」までの区間について

修正有り
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について

新設検討バス停として、廃止区

間となる「下鹿野」から「三ツ堀」

までの県道区間に触れられてい

ないが、現在の始発便と同様に直

行となるのだろうか。

民間路線バスは朝晩の２便し

かなく競合とはなり得なく、沿線

には三ツ堀里山自然園や医療機

関もあることから、当該区間のバ

ス停新設を検討してはどうか。

は、常に渋滞している状況であ

り、道路沿線付近が住宅地ではな

いため利用が見込めないほか、医

療機関の行きと帰りに合わせた

ダイヤ設定が難しいと考えてお

ります。しかしながら、御意見の

とおり、当該区間は、三ツ堀里山

自然園があることから、施設利用

のために路線バスのダイヤの補

完ができないかバス事業者と調

整するとともに、新たなバス停の

設置について、現地の状況を確認

しながら警察等の関係機関と協

議し検討してまいります。

４ 運行ダイヤ

23 ＜清水ルート＞

北ルート清水の１便市役所行

きが20分ぐらい早くなると、通勤

で使えるようになるのでできれ

ば早めてほしいです。

今回の運行計画の見直しでは、

ルート見直しの基本方針を「現行

のルートを基本として最小限の

見直しにとどめ、ダイヤの組替え

による利便性の向上を主として

再編する」としています。運転士

不足などにより、現在の限られた

運転士及び車両台数の条件を超

えて運行することが難しく、運転

士労働環境からも朝のダイヤを

早めることは困難と考えており

ます。このため計画案の修正は行

いません。

修正無し

24 ＜南循環ルート・新南ルート＞

「白鳥の池入口」から「老人福祉

センター」までの区間の昼運行継

続について

下三ケ尾地区の地区計画が策

定されて、大型物流センターの工

事が始まったところです。今後の

利用も見据えて、南循環ルート、

新南ルートのどちらかのルート

だけでも昼運行を残してほしい。

今回の運行計画の見直しでは、

ルート見直しの基本方針を「現行

のルートを基本として最小限の

見直しにとどめ、ダイヤの組替え

による利便性の向上を主として

再編する」としています。「白鳥

の池入口」から「老人福祉センタ

ー」までのバス停区間を運行する

２ルートは、運行距離が長く、こ

の区間は利用が少ない状況とな

修正無し
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っています。このことから、運行

時間を短縮し、運行効率をよくす

るため、ダイヤ見直しの「基本方

針５」に基づき、ルート途中の拠

点施設における折り返しにより、

利用状況に応じたダイヤを設定

したいと考えております。なお、

大型物流センターへの利用につ

いては、社員の就業時間も不確定

であり、また、企業バスや自家用

車等による利用が想定されるた

め、まめバスの利用は見込めない

と考えております。このため計画

案の修正は行いません。

25 ＜南循環ルート・新南ルート＞

キッコーマン病院経由について

キッコーマン病院前への乗り

入れは、診察開始からその日の診

察終了まで運行してほしい。昼間

にキッコーマン病院を経由しな

い便があり使いづらかった。

利便性向上のため、ダイヤ見直

しの基本方針「４対応可能なルー

トにおいて、各施設の利用時間に

配慮し、行きと帰りで利用される

施設における利便性の向上を図

る。」に基づき、診療時間にも配

慮したダイヤを設定したいと考

えております。

修正無し

26 ＜清水ルート＞

通勤の足として重宝していま

す。清水経由ルートを利用させて

いただいてますが朝晩の本数が

少ないように思います。特に夕方

の便は18時台や最終20時台を設

定していただけると有難いです。

今後も利用していくつもりな

のでご検討宜しくお願い致しま

す。

今回の運行計画の見直しでは、

ルート見直しの基本方針を「現行

のルートを基本として最小限の

見直しにとどめ、ダイヤの組替え

による利便性の向上を主として

再編する」としています。運転士

不足などにより、現在の限られた

運転士及び車両台数の条件を超

えて運行することが難しく、清水

地区の経由は清水ルートのみで

あるため、朝晩の増便は困難であ

ると考えております。このため計

画案の修正は行いません。

修正無し

27 ＜関宿城ルート＞

素案に対して意見なし。路線バ

スを補完するダイヤに組替える

コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、運行できる道

路が限定され路線バスと重複す

修正無し
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との見直しについて賛成。 る部分が多いため現行の経路を

維持し、ダイヤ見直しの基本方針

「５対応可能なルートにおいて、

ルート途中の拠点施設における

折り返しにより、ダイヤを組替え

利便性向上を図る。」に基づき、

路線バスのダイヤを補完するダ

イヤに組替えたいと考えており

ます。

28 ＜中根ルート・愛宕ルート・大殿

井ルート・南循環ルート・新南ル

ート＞

中根ルート、愛宕ルート、大殿

井ルート、南循環ルート、新南ル

ートについて、東武鉄道との乗り

継ぎを考慮してまめバスのダイ

ヤを検討して下さい。

コミュニティバス運行計画の

見直しについては、現行のルート

を基本として最小限の見直しに

とどめ、ダイヤの組替えによる利

便性の向上を主として再編しま

すが、ダイヤについては、朝晩や

利用が見込めない時間帯を調整

すること、駅などの各拠点におけ

る乗り継ぎをよくすることなど、

利便性を向上させることで利用

促進を図り、より効率的なダイヤ

の見直しを行う考えです。つきま

しては、ダイヤ見直しの基本方針

２に基づき、対応可能なルートに

おいて、固定された利用である通

勤通学の集中する朝晩の時間帯

（特に鉄道の駅発7：30～8：00）

の利用者に配慮したダイヤとす

るほか、可能な限り各駅における

電車との乗り継ぎを考慮するこ

とを考えております。

修正無し

５ 運行間隔

29 ＜南循環ルート＞

私は野田梅郷自治会で役員を

させていただいております。

当自治会の住民からも要望が

あがっておりますが、高齢化が進

み運転免許を返納されている世

帯もあり、買い物難民が徐々に増

今回の運行計画の見直しでは、

ルート見直しの基本方針を「現行

のルートを基本として最小限の

見直しにとどめ、ダイヤの組替え

による利便性の向上を主として

再編する」としています。野田梅

郷自治会地域を運行する南循環

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

えております。その中で野田市コ

ミュニティバスは貴重な住民の

足となっておりますが、昨今のダ

イヤ改正で大幅な減便となって

おり、現状のダイヤでは買い物に

行く事、買い物から帰ってくる事

に利用しづらい状態です。

平日、土日祝祭日ともに出来れ

ば9:00から17:00までの時間帯は

せめて１時間に１本程度の運行

をしていただけないでしょうか。

当自治会から野田市コミュニ

ティバスにのれば買い物や市役

所での所用を済ませる事が出来

ます。周辺住民の利便性も考慮し

た運行計画にしていただきたく、

お願い致します。

ルートは、路線バスがしらさぎ通

りを運行しているため重複を避

けることから、路線バスの運行を

維持するために減便した経緯が

あります。９時から17時まで１時

間に１本程度の運行を行うため

には、運転士や車両を更に増や

し、運行ルートの短縮や増便を行

う必要がありますが、路線バスと

の競合回避や限られた運転士及

び車両台数で運行している現状

を踏まえると、複数車両による運

行は難しい状況です。このため計

画案の修正は行いません。

30 ＜関宿七光台ルート＞

運行間隔案について

従来の、各ルート単体でできる

限り便数を増やすという方針か

ら、関宿イオンタウンルートと１

時間程度ごとに交互に運行する

ダイヤ、という方針に転換したこ

とは大変好ましく思う。

関宿七光台ルート、関宿イオン

タウンルートの所要時間の違い

や運転士の休憩時間確保の観点

から、往路は七光台、復路はイオ

ンタウンのような運行をするの

ではないかと推測するが、素案の

方針を実現することならびに、で

きる限り等間隔の運行となるこ

とを望む。

コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、拠点を確保す

る必要があるため、現状の往復型

ルートを維持し、ダイヤ見直しの

基本方針１及び２に基づき、朝晩

のダイヤ（川間駅南口での乗り継

ぎ等）を調整するほか、関宿イオ

ンタウンルートとほとんど重複

するため、１時間程度ごとの交互

運行により等間隔の運行とし、固

定された利用である通勤通学の

集中する朝晩の時間帯の利用者

に配慮したダイヤとするととも

に、利用が多い朝晩の時間帯を複

数の平行運行により厚くするよ

り効率的なダイヤを設定したい

と考えております。このため計画

案の修正は行いません。

修正無し

31 ＜関宿イオンタウンルート＞

素案に対して意見なし。関宿七

光台ルートと同様、運行間隔案に

コミュニティバス各ルートの

見直し方針により、利用が定着し

ており拠点を確保する必要があ

修正無し
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ついて実現されることを期待し

ている。

るため、現状の往復型ルートを維

持し、ダイヤ見直しの基本方針１

に基づき、朝晩のダイヤ（川間駅

南口での乗り継ぎ等）を調整する

ほか、関宿七光台ルートとほとん

ど重複するため、１時間程度ごと

の交互運行により等間隔の運行

とするより効率的なダイヤを設

定したいと考えております。

６ 料金

32 審議会における意見について、

本見直しに関連する詳細の財政

事情は把握していませんが、運賃

改定は本見直しと同時にするの

ではなく、新運行の乗降客の固定

が図れた後が良いと思います。財

政等事情を勘案し、その後の改定

やむなしと判断されるのであれ

ば、市民にわかりやすい丁寧な説

明をすることにより、利用者にも

納得していただけるのではない

でしょうか。

ルート及びダイヤの見直し方

針に基づき、物価の上昇等を踏ま

え、現行の運行経費の上昇を極力

抑制しながら、現行運賃の範囲内

で、利便性を向上させることで、

利用促進を図り、より効率的なダ

イヤの見直しを行います。運行の

補助及び運賃の見直しについて

は、運行補助額が例年増加してお

り、燃料費や人件費などが急激に

高騰している状況を踏まえると、

サービス向上のために運行補助

上限額や運賃を早急に値上げす

ることが難しいため、継続課題と

しています。そのため、新運行計

画再編後、まめバスの利用状況及

び運行経費、代替交通の導入状況

等を勘案し、審議会の中で検討し

ていただく考えです。

修正無し

33 サービス維持のためならば、均

一料金を中止する、運賃を２倍に

する、１日乗車券の発売中止、回

数券の中止など方法はあると思

います。

ルート及びダイヤの見直し方

針に基づき、物価の上昇等を踏ま

え、現行の運行経費の上昇を極力

抑制しながら、現行運賃の範囲内

で、利便性を向上させることで、

利用促進を図り、より効率的なダ

イヤの見直しを行います。運行の

補助及び運賃の見直しについて

は、運行補助額が例年増加してお

修正無し
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り、燃料費や人件費などが急激に

高騰している状況を踏まえると、

サービス向上のための運行補助

上限額の増額や運賃の値上げが

難しいため、継続課題としていま

す。以上のことから、新運行計画

再編後、まめバスの利用状況及び

運行経費、代替交通の導入状況等

を勘案し、審議会の中で検討して

いただく考えです。なお、一日乗

車券や回数券については、ICカー

ドや定期券がないことから一定

の利用があり、将来にわたって持

続可能なコミュニティバスとす

るためには必要であり、発売中止

とすることは難しいと考えてお

ります。

７ ルート図案内

34 ＜中根ルート＞

西亀山折り返しの旅客案内につ

いて

現在の南ルート愛宕駅、南ルー

ト大殿井の循環区間と異なり、本

ルートの循環区間ではバス停が

１か所しかないため、案内上は

「市役所」から「西亀山」までの

区間の往復ルートとしての案内

のほうがわかりやすいのではな

いだろうか。

現在の路線図では「緑ケ丘公園

から西亀山へは一方向のみの運

行となります」という注釈がある

が、「緑ケ丘公園」で乗車して「西

亀山」で下車することはできる

が、「西亀山」で乗車した場合は

「緑ケ丘公園」は通らず、次のバ

ス停は「新田第一自治会館」とい

うことなのだろうか。

中根ルートについては、「市役

所」を起終点としているため、折

り返しの「西亀山」バス停が起終

点として停発車すると誤解され

ないよう、ルート図では、他ルー

トの一方向区間の表示に合わせ

て案内しています。なお、「西亀

山」で乗車した場合、時刻表のと

おり、次のバス停は「緑ケ丘公園」

となります。安心して利用できる

よう行先表示等に配慮してまい

ります。

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

８ その他

35 代替交通の運行について、本見

直しにより、生じてしまうであろ

う交通不便地域への対策は、引き

続き継続的・効果的な運行計画を

お願いいたします。

交通不便地域対策については、

現在、地域を限定して、野田自動

車教習所の送迎バスを活用した

予約制の実証運行をしており、地

域に必要とされる交通手法の導

入に向けて検証しております。ま

た、交通不便地域への代替交通の

一つとしている病院の送迎バス

やデイサービスの送迎バスを活

用した運行についても、病院利用

者との混乗方法やデイサービス

利用者の日常の移動状況等確認

しながら、関係者と協議しており

ます。さらに、タクシー事業者に

よるデマンド交通等の導入につ

いて、他市の事例を調査研究し、

事業者の運営状況を踏まえなが

ら検討してまいります。

修正無し

36 一日乗車券の回数券の導入→

乗降客増加及び相互の効率化

現在、一日乗車券については、

利用する当日に利用日押印の上

発行し、発行日当日に限り有効と

しており、一定の利用がありま

す。一日乗車券の回数券導入につ

いては、御意見のとおり利用促進

につながり有効であると考えま

すが、偽造などの不正利用が生じ

たり、運転席における運転士の確

認が安全運転に支障を来す恐れ

があるなどの課題があることか

ら、慎重に検討する必要があると

考えます。

修正無し

37 既に実施済の健康ポイント回

数券配布のように、運転免許自主

返納者及び乳児世帯への一度限

りの回数券の無償配布→乗降客

増加及び安全な街へのＰＲ

将来にわたって持続可能なコ

ミュニティバスとするため、まめ

バスは継続して利用していただ

くことが必要であると考えてお

ります。運転免許返納者や子育て

世帯を対象とした一度限りの回

修正無し
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

数券の配布については、まめバス

利用へのきっかけにもつながり、

利用促進策として有効であると

考えますが、交通不便地域等にお

けるまめバスを利用できない方

との公平性に欠けることや一時

利用にとどまり継続利用につな

がらない恐れがあるなどの課題

があることから、慎重に検討する

必要があると考えます。

38 今後も、企業・介護施設等送迎

バスの空き時間の活用依頼、最長

ルート（循環は除く）と最短ルー

トとの兼ね合い等も含めての検

討を進めていただき、近隣市にな

い「まめバスのある便利な街」に

なることを願っております。本見

直し（素案）ご提案、お疲れ様で

した。

交通不便地域対策については、

現在、地域を限定して、野田自動

車教習所の送迎バスを活用した

予約制の実証運行をしており、地

域に必要とされる交通手法の導

入に向けて検証しております。ま

た、交通不便地域への代替交通の

一つとしている病院の送迎バス

やデイサービスの送迎バスを活

用した運行についても、病院利用

者との混乗方法やデイサービス

利用者の日常の移動状況等確認

しながら、関係者と協議しており

ます。さらに、タクシー事業者に

よるデマンド交通等の導入につ

いて、他市の事例を調査研究し、

事業者の運営状況を踏まえなが

ら検討してまいります。

修正無し
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野田市コミュニティバス運行計画

≪野田市コミュニティバス運行計画の見直しについて≫

１ コミュニティバス運行見直しの概要

コミュニティバスは、平成 31 年４月から「それぞれの生活圏域に合った、より生

活に密着した便利なまめバス」を新たなコンセプトに運行しています。

遅延防止のための旧北と旧南ルートの分割や、全ルートで年末年始を除く土曜、

日曜、祝日の運行実施、商業施設、駅等へアクセスする便を増やす等、運行ルート

とダイヤの大幅な見直しを行い、平日は 75 便から 117 便に、休日は 38 便から 91 便

に増便しました。

さらに、令和３年７月に関宿方面から市役所方面への乗り継ぎ時間を短縮するた

めダイヤを改正し、川間駅南口での関宿方面、市役所方面のバスの接続につきまし

ては、北ルート関宿（七光台経由）及び北ルート関宿（イオンタウン経由）及び関

宿中央ターミナルでの関宿城ルートへの接続を含めた３ルートにおいて、一部の便

を除く運行ダイヤは 20 分以内の待ち時間で乗り継ぐことが可能となりました。

高齢化が進む中で、市民の足として利用しやすい運行ルート及びダイヤとすると

ともに、交通不便地域対策の面から、今後コミュニティバス以外の代替交通も含め

た市全体の地域公共交通の再編が必要となります。

しかしながら、まめバス運行に対しては、乗降場所や利用目的、利用時間など

個々人の利用方法があることから増便やルートの見直しなど様々なご意見、ご要望

を全市域から頂いており、早急により多くの市民が利用しやすい運行が求められて

おります。

つきましては、将来に渡って持続可能なコミュニティバスとするため運行を見直

し、令和６年の新運行計画を策定します。

２ 現行のコミュニティバス運行事業の整理

（1） 基礎調査からのまとめ

・利用時間が合わない、便数が少ないなどの市民意見から、ルートの短縮及び

増便による運行が必要である。

・まめバスの再編により交通空白となった地域を補完するため新たな代替交通

を導入する必要がある。

・限られた財政の中で代替交通と合わせて幅広いサービスを維持するため運賃

を見直す必要がある。

・まめバスの行き先やダイヤなどの周知が不十分であるため分かりやすい運行

情報の提供が必要である。

（2） 審議会における意見

・利用時間を幅広く選択できるダイヤの設定や目的地までの所要時間が短い運

行をするためには、ルートの短縮及び増便による運行が必要である。

・増便するためには、運転士を増員し、車両を増台することが必要である。
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・運行経費の採算性を図るためには、利用が見込める地域を見極めることが必

要である。

・運行経費が増えているため、運賃改定を行い支出を抑える必要がある。

・限られた財政の中で、代替交通と合わせて幅広いサービスを維持しなければ

ならないため、まめバス運行区域の見直しとともに、交通不便地域対策とし

て、代替交通導入手法の調整が急務であり、デマンド交通等の担い手となる

事業者との十分な検討が必要である。

３ 交通事業者の現状からみる代替交通の運行

・デマンド交通を担うとされている市内のタクシー事業者が、２者に減少し、タ

クシー事業者を呼んでも配車に時間が掛かる、利用したい時に利用できない状

況であり、運転士不足や費用面など多くの課題が山積し、さらに、他の事業者

の参入も困難であることから、デマンド交通を市に導入するのに時間を要する。

・運転士不足が深刻である中、法改正により運転士の運転時間や休息時間が制限

されることや運転士の途中交代が難しいなど、運行事業者の労働条件の範囲で

の運行になる。

・市内を運行している企業の送迎バスの活用について、運行費用面で大きな負担

がなく運行を開始するまでに期間を要しない、デイサービス送迎車両を空き時

間に活用する運行や病院送迎バスの定期ルートに合わせた混乗による運行が効

果的である。

４ 次期運行計画におけるコミュニティバスルート見直し方針

（1） ルート見直しの基本方針

・代替交通については、予定していたデマンド交通等の導入が現状では困難で

あり、まめバスの現行ルートを抜本的に見直すことができないことから、現

行のルートを基本として最小限の見直しにとどめ、ダイヤの組替えによる利

便性の向上を主として再編する。

（2） 代替交通導入の整理

・代替交通担い手の深刻な運転士不足の状況からタクシー事業者によるデマン

ド交通等の導入は難しいため、他市の事例も調査研究しながら、市全体のデ

マンド交通等の導入について精査していく必要があり、まずは、代替交通と

して、デイサービス送迎車両、病院送迎バスの運行から始めていく。

・一般タクシーやその他の車両によるデマンド交通運行の導入が整理された時

点で、まめバスのルートをさらに見直していく。

（3） その他

・運賃については、代替交通導入時に合わせて、まめバス運賃、デマンド交通

運賃のバランスをとりながら見直しを行う。

・ダイヤについては、朝晩や利用が見込めない時間帯を調整すること、駅など

の各拠点における乗り継ぎをよくすることなど、より効率的なダイヤの見直

しを行う。
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≪コミュニティバス各ルートの見直し方針≫

【１関宿城ルート（緑色）】15.71 ㎞⇒16.43 ㎞

・運行できる道路が限定され路線バスと重複する部分が多いため、現行の経路を維

持しつつ、路線バスのダイヤを補完するダイヤに組替える。

・路線バスは、関宿城博物館へ直接乗り入れの便がないため、路線バスの「関宿は

やま工業団地」バス停の場所にまめバス停を新設し、両区間の時間帯をまめバス

で補完する。

※関宿はやま工業団地回転場所は、バスの停車台数が限られているため、路線バス

の停車が集中する時間帯を避けて、まめバスを乗り入れ折り返し運行する。

・路線バス利用者との競合を避けるため、まめバス「関宿中央ターミナル～関

宿城博物館」の１本で行く便は、「関宿はやま工業団地」を経由せずに運行する。

＜新設検討バス停＞

・関宿はやま工業団地回転場所に新設する。

【２関宿七光台ルート（水色）】12.53 ㎞⇒11.57 ㎞

・利用者に分かりやすい往復運行とし、拠点を確保する必要があるため現状の往復

型ルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（川間駅南口での乗り継ぎ等）を調整し、

さらに３関宿イオンタウンルートとほとんど重複するため、１時間程度ごとに交

互に運行するより効率的なダイヤを設定する。

・１関宿城ルート及び３関宿イオンタウンルートと重複する、「関宿複合センタ

ー」から「いちいのホール」経由、「羽貫」までの区間を廃止し、ショートカッ

トにより運行距離を短縮する。

・廃止するバス停は、他ルートにより補完する。

＜廃止バス停＞

・関宿複合センター入口、宝珠花上町、宝珠花中町、いちいのホール、羽貫（１関

宿城ルート３関宿イオンタウンルートで補完）

＜既存バス停＞

・１関宿城ルートの既存バス停「下羽貫北」、「下羽貫中」に、新たに乗り入れる。
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【３関宿イオンタウンルート（水色点線）】14.71 ㎞⇒16.45 ㎞

・利用が定着しているため、現状のルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（川間駅

南口での乗り継ぎ等）を調整し、さらに２関宿七光台ルートとほとんど重複する

ため、１時間程度ごとに交互に運行するより効率的なダイヤを設定する。

・公民館及び高校への利用を考慮し、「砂南」から新たに「木間ケ瀬公民館入口」、

「関宿高入口」、県道岩井関宿野田線を経由するルートを設置する。（新設ルー

ト上にバス停の新設を検討）

・廃止するバス停は、他ルートにより補完する。

＜廃止バス停＞

・向ノ内鹿島神社入口（２関宿七光台ルートで補完）

＜新設検討バス停＞

・県道岩井関宿野田線沿線に新設する。

【４新北ルート（紫色）】22.79 ㎞⇒23.22 ㎞

・利用が少ない江戸川沿いの地域及び路線バスルート付近地域を廃止する。

・路線バスとの重複を避けて、新たに木間ケ瀬小学校前の県道我孫子関宿線を通行

し、一部 16 号バイパスを経由するルートを設置する。

・木間ケ瀬小前から野田病院までの区間の運行本数を増やすとともに、関宿地区か

ら市役所まで１本で行けるルートを維持する。

・利用が少ない「一中前」を廃止し、清水公園東地区の生活拠点となるベルク野田

柳沢店を経由することにより利用を見込むため、「柳沢県営住宅前」から新たに

ベルク野田柳沢店の前を経由するルートを設置する。（新設ルート上にバス停の

新設を検討）

・起終点を既存のいちいのホール及び市役所から関宿総合公園及び市役所に変更す

る。

・路線バス利用者との競合を避けるため、まめバス「いちいのホール～関宿総合公

園」区間にバス停を設置せず、路線バスダイヤに合わせて運行する。

・廃止するバス停は、他ルートや代替交通により補完を検討する。

＜廃止バス停＞

・木間ケ瀬公民館入口、関宿高入口（３関宿イオンタウンルートで補完）

・関宿総合公園（本ルート上に移設を検討）

・中新宿、岡田、平井、関宿滑空場入口、岡田河岸、須賀神社入口、天神社前、三

本木（代替交通を検討）

・一中前

・野田健康福祉センター（保健所）前、キッコーマン病院入口（５清水ルート等で

補完）
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＜新設検討バス停＞

・ベルク野田柳沢店前道路沿線に新設する。

＜移設検討バス停＞

・既存バス停「関宿総合公園」を路線バス「東宝珠花」バス停回転場所に移設する。

＜既存バス停＞

・我孫子関宿線の既存バス停「砂南」、「志部前堀」、「下根」、「大山」、「ウ

ェルフェア前」、「阿部」、「葵の園前」、「野田病院」に新たに乗り入れる。

【５清水ルート（青色）】12.10 ㎞⇒12.38 ㎞

・利用が定着しているため、現状のルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（川間駅

南口での乗り継ぎ等）を調整してより効率的なダイヤを設定する。

・新たに岩名一丁目の江戸川沿いの利用を図るため、岩名プラタナス通りのルート

を設置する。（新設ルート上にバス停の新設を検討）

・廃止するバス停は、他ルートにより補完する。

＜廃止バス停＞

・南通り、中央公園（７中ルートで補完）

＜新設検討バス停＞

・岩名プラタナス通り沿線に新設する。

【６堤台ルート（青色点線）】9.62 ㎞⇒10.76 ㎞

・利用が定着しているため、現状のルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（川間駅

南口での乗り継ぎ等）を調整してより効率的なダイヤを設定する。

・住民の要望が多い桜の里から堤台地区の住宅街を通るルートを設置して利用増加

を見込み検討するが、道路状況により運行不可のため、現行ルート山崎吉春線を

通るルートのうち、新たにつつみ野地区の住宅街を迂回して運行する。（新設ル

ート上にバス停の新設を検討）

＜新設検討バス停＞

・つつみ野地区住宅街に新設する。
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【７中ルート（ピンク色）】23.83 ㎞⇒20.78 ㎞

・利用が少ない目吹、船形地区の一部を廃止する。

・ショートカットを設定して運行距離を短縮し、そのほかの区間は現行を維持する。

・起終点を既存の堆肥センターからイオンタウンに変更する。

・起終点の設定や重複するルートのダイヤの調整により、右・左回り型の効率的な

ルートを設置する。

・廃止するバス停は、移設や代替交通により補完する。

＜廃止バス停＞

・堆肥センター入口、富蔵院前、船形第一公園（代替交通を検討

・目吹熊野神社入口（本ルート上に移設を検討）

・上中山、１部消防団前、前耕地、目吹二ツ塚(代替交通を検討）

＜新設検討バス停＞

・船形多世代交流センター（旧船形中央会館）脇道路沿線に新設する。

＜移設検討バス停＞

・既存バス停「目吹熊野神社入口」を本ルートに移設する。

【８中根ルート（黄色）】22.92 ㎞⇒16.94 ㎞

・利用が定着しているため、現状のルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（梅郷駅

での乗り継ぎ等）を調整してより効率的なダイヤを設定する。

・二中通り及び平成やよい通りを経由する迂回区間の運行を廃止し、市役所から梅

郷駅間を旧日光街道の直進により運行するルートを設置する。（新設ルート上に

バス停の新設を検討）

・廃止するバス停は、他ルートにより補完する。

＜廃止バス停＞

・中央幼稚園前、中根八幡公園、二中前、桜台、上花輪太子前、桜木神社入口、花

井（12新南ルートで補完）

・神明神社入口、桜台南（９愛宕ルート 11南循環ルートで補完）

＜新設検討バス停＞

・旧日光街道の花井ポンプ場付近に新設する。

【９愛宕ルート（赤色点線）】16.66 ㎞⇒16.66 ㎞

・利用が定着しているため、現状のルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（愛宕駅、

梅郷駅での乗り継ぎ等）を調整してより効率的なダイヤを設定する。
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【10 大殿井ルート（赤色白抜き）】11.55 ㎞⇒11.55 ㎞

・現状のルートを維持しながら、朝晩のダイヤ（野田市駅での乗り継ぎ等）を調整

してより効率的なダイヤを設定する。

※９、10は、現行１台での交互運行を行っており、大殿井地区の利用が時間帯によ

り波があることから、利用が多い時間帯を残して、愛宕ルートを厚くするダイヤ

とする。

※「さわやかワークのだ」から大殿井地区までの利用が少ない時間帯は、野田市水

道部で折り返し運行する。

【11 南循環ルート（オレンジ色）】22.55 ㎞⇒23.41 ㎞

・新たに東京理科大学を経由するルートを設置し、そのほかの区間は現行を維持す

る。

・「白鳥の池入口」から「老人福祉センター」までの区間は、利用が少ないため昼

間の運行は行わず、東京理科大学で折り返す。（折り返しルート上にバス停の移

設を検討）

※利用が少ない区間の昼間の運行は、東京理科大学へ乗り入れて、バスの停留所設

置場所及び転回場所並びに休憩場所の拠点として折り返し運行する。

＜新設検討バス停＞

・東京理科大学コミュニケーション棟の敷地内に新設する。

＜移設検討バス停＞

・既存バス停「白鳥の池入口」を東京理科大学折り返し便のルート上に移設する。

【12 新南ルート（茶色）】26.58 ㎞⇒25.36 ㎞

・運行距離及び運行時間を短縮するため、利用が少ない今上地区、木野崎地区を廃

止する。（木野崎地区の既存ルート上にバス停の新設を検討）

・愛宕駅から梅郷駅区間は二中通り及び平成やよい通りを運行するルートを設置す

る。（新設ルート上にバス停の新設を検討）

・新たに東京理科大学を経由するルートを設置し「白鳥の池入口」から「老人福祉

センター」までの区間は、利用が少ないため昼間の運行は行わず東京理科大学で

折り返す。（折り返しルート上にバス停の移設を検討）

※利用が少ない区間の昼間の運行は、東京理科大学へ乗り入れて、バスの停留所設

置場所及び転回場所並びに休憩場所の拠点として折り返し運行する。

・廃止するバス停は、代替交通により補完する。

＜廃止バス停＞

・上花輪香取前、上花輪三町内、東福寺前、今上上中、今上八幡神社入口、今上下

組自治会館前、今上上下谷自治会館入口（代替交通を検討）

・福田中前、福田一小前、保木間、保木間浅間台、スポーツ公園、本郷、木野崎新

町、三角原、福田保育所入口（代替交通を検討）
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＜新設検討バス停＞

・旧日光街道の花井ポンプ場付近に新設する。

・東京理科大学コミュニケーション棟の敷地内に新設する。

・県道我孫子関宿線の既存バス停「下鹿野」から「三ツ堀」の区間に新設する。

＜移設検討バス停＞

・既存バス停「白鳥の池入口」を東京理科大学折り返し便のルート上に移設する。

＜既存バス停＞

・流山街道の既存バス停「キッコーマン前」、「新下町」、「長命寺前」、「西大

和田団地入口」、「大和田」、「南部中入口」、二中通りの既存バス停「上花輪

太子前」、「桜台」、「二中前」、「中根八幡公園」、「中央幼稚園前」、平成

やよい通りの既存バス停「花井」、「桜木神社入口」に新たに乗り入れる。
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≪コミュニティバスのダイヤ見直し方針≫

コミュニティバスのダイヤ設定に当たり、現在の運行補助額及び運賃では、現行

の運行便数を更に増便し運行することが難しい状況にある。

そのため、ルート見直しの基本方針「現行のルートを基本として最小限の見直し

にとどめ、ダイヤの組替えによる利便性の向上を主として再編する」ことに基づき、

ダイヤについては、朝晩や利用が見込めない時間帯を調整すること、駅などの各拠

点における乗り継ぎをよくすることなど、物価の上昇等を踏まえ、現行の運行経費

の上昇を極力抑制しながら、現行運賃の範囲内で、利便性を向上させることで、利

用促進を図り、より効率的なダイヤの見直しを行う。

運行の補助及び運賃の見直しについては、運行補助額が例年増加しており、燃料

費や人件費などが急激に高騰している状況を踏まえると、サービス向上のために運

行補助上限額や運賃を早急に値上げすることが難しいため、継続課題とする。

運転士の人数及び休憩時間、車両台数、運行時間並びに運転士の途中交代につい

て、バス事業者と調整したが、運転士不足などにより現在の限られた条件を超えて

運行することが難しいため、現行の運行条件を基に全体的なダイヤ見直しの基本方

針を設定し、各ルートのダイヤを見直す。

＜ダイヤ見直しの課題＞

・まめバスが重複するルートにおいて、数分後に次のバスが来るなど、ダイヤの間

隔が同一時間帯に偏り利用が分散されているため、運行間隔を一定に保つ必要が

ある。

・各ルートにおいて、運行間隔が長く、未利用者が望む幅広い時間帯の運行を充た

さず利用されないため、各時間帯に１本程度の運行とする必要がある。

・まめバス運行時間内において、固定利用の通勤通学に利用される時間帯を意識し

たダイヤとなっていないため、駅や各拠点における乗り継ぎを良くする必要があ

る。

・各施設の利用時間（特に帰りの時間）に合わず利用しにくいほか、利用の時間帯

に波がありニーズに応じたダイヤになっていないため、施設利用時間に配慮し、

行きと帰りをセットで利用できる利便性が高いものとする必要がある。

・運転士数や運転時間の制限、運行経費の増加などにより増便することが難しいた

め、利用が少ない時間帯の運行などは拠点施設における折り返しとし、ダイヤを

組み替えて増便を図る必要がある。
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＜ダイヤ見直しの基本方針＞

１ 買物などは利用が流動的であるため、対応可能なルートにおいては複数のルー

トが乗り入れている区間について、１時間程度ごとの交互運行により等間隔の運

行とする。

２ 対応可能なルートにおいて、固定された利用である通勤通学の集中する朝晩の

時間帯（特に鉄道の駅発 7：30～8：00）の利用者に配慮したダイヤとする。さら

に、利用が多い朝晩の時間帯を複数の平行運行により厚くする。

３ 複数のルートが乗り入れているバス停において、まめバスの他ルートとの乗り

継ぎ向上を図る。

４ 対応可能なルートにおいて、各施設の利用時間に配慮し、行きと帰りをセット

で利用される施設における利便性の向上を図る。

５ 対応可能なルートにおいて、ルート途中の拠点施設における折り返しにより、

ダイヤを組み替え利便性向上を図る。
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≪コミュニティバス運行概要≫

法改正により運転士の運転時間や休憩時間が制限され、人手不足による運転士の

途中交代が難しいため、運行事業者の労働条件の範囲での運行となる。

なお、バス停数及び運行便数については、警察等の協議後に国の認可を受けて決

定するため、おおよその目安であり変更する場合がある。

１ 全体的な運行概要

・全 12 ルート

・平日 114 便、土日祝日 92 便

２ 各ルートの運行概要

＜１関宿城ルート（緑色）＞

＜２関宿七光台ルート（水色）＞ ※「既存」は既存バス停への新乗り入れ

＜３関宿イオンタウンルート（水色点線）＞※「既存」は既存バス停への新乗り入れ

内容

起点・終点 関宿城博物館⇔関宿中央ターミナル

路線延長 16.43 ㎞

バス停数 38 か所（内、新設１）

運行便数
【平 日】12 便（６便＋６便）

【土日祝】 8便（４便＋４便）

車両台数 １台

内容

起点・終点 関宿中央タ－ミナル⇔川間駅南口

路線延長 11.57 ㎞

バス停数 27 か所（内、停車有→無５、既存２）

運行便数
【平 日】14 便（７便＋７便）

【土日祝】11 便（６便＋５便）

車両台数 １台

内容

起点・終点 関宿中央タ－ミナル⇔川間駅南口

路線延長 16.45 ㎞

バス停数 36 か所（内、停車有→無２、新設１、既存２）

運行便数
【平 日】12 便（６便＋６便）

【土日祝】10 便（５便＋５便）

車両台数 １台
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＜４新北ルート（紫色）＞ ※「既存」は既存バス停への新乗り入れ

＜５清水ルート（青色）＞ ※「既存」は既存バス停への新乗り入れ

＜６堤台ルート（青色点線）＞

＜７中ルート（ピンク色）＞

内容

起点・終点 関宿総合公園⇔市役所

路線延長 23.22 ㎞

バス停数 48 か所（内、停車有→無 13、新設１、移設１、既存８）

運行便数
【平 日】８便（４便＋４便）

【土日祝】６便（３便＋３便）

車両台数 １台

内容

起点・終点 市役所⇔イオンタウン

路線延長 12.38 ㎞

バス停数 34 か所（内、停車有→無２、新設２、既存１）

運行便数
【平 日】12 便（６便＋６便）

【土日祝】12 便（６便＋６便）

車両台数 １台

内容

起点・終点 川間駅南口⇔市役所

路線延長 10.76 ㎞

バス停数 28 か所（内、新設１）

運行便数
【平 日】12 便（６便＋６便）

【土日祝】11 便（６便＋５便）

車両台数 １台

内容

起点・終点 イオンタウン⇒市役所⇒イオンタウン

路線延長 20.78 ㎞

バス停数 52 か所（内、停車有→無７、新設１、移設１）

運行便数
【平 日】９便（５便＋４便）

【土日祝】６便（３便＋３便）

車両台数 １台
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＜８中根ルート（黄色）＞

＜９愛宕ルート（赤色点線）＞

＜10 大殿井ルート（赤色白抜き）＞

＜11 南循環ルート（オレンジ色）＞

内容

起点・終点 市役所⇒西亀山⇒市役所

路線延長 16.94 ㎞

バス停数 49 か所（内、停車有→無 18、新設２）

運行便数
【平 日】８便

【土日祝】７便

車両台数 １台

内容

起点・終点 市役所⇒みずき４丁目公園⇒市役所

路線延長 16.66 ㎞

バス停数 45 か所

運行便数
【平 日】７便

【土日祝】４便

車両台数 １台（９、10 ルートを１台の車両により交互運行する）

内容

起点・終点 市役所⇒みどり橋⇒市役所

路線延長 11.55 ㎞

バス停数 31 か所

運行便数
【平 日】４便

【土日祝】４便

車両台数 １台（９、10 ルートを１台の車両により交互運行する）

内容

起点・終点 老人福祉センター⇒市役所⇒老人福祉センター

路線延長 23.41 ㎞

バス停数 62 か所（内、新設１、移設１）

運行便数
【平 日】８便（４便＋４便）

【土日祝】７便（４便＋３便）

車両台数 １台
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＜12 新南ルート（茶色）＞ ※「既存」は既存バス停への新乗り入れ

内容

起点・終点 大利根温泉⇔老人福祉センター

路線延長 25.36 ㎞

バス停数 61 か所（内、停車有→無 18、新設４、移設１、既存 13）

運行便数
【平 日】８便（４便＋４便）

【土日祝】６便（３便＋３便）

車両台数 １台
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